
動物の輸出入検疫速報（平成21年12月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,488 -
　豚 31 19
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 10 -

　馬 590 29

　その他の馬科 - -

　兎 956 2

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 25,699 -

　初生ひな（その他） 2,428 -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 12,131

　犬 488 458
　猫 132 140
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 779

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,772,394 1,202,612 79,643 88,582 - - 3,143,231

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

38,787,031 70,920,778 1,235,177 20,060 5,906 - 549,565

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,151,021 - 144,942 28,582 911,751 2,613,857 134,370

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

4,003 359,618 4,192 33,968,734 - 886,125 5,559,920

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

26,187,590 2,289,761 185,762,984

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

114,334 21,621 942 - - - 105,730

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,686,760 217,476 336,046 1,830,341 2,367 - 139,780

加熱処理その他
の家禽臓器

計

810 4,456,207

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 541,534 - 541,534

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,340,387 263,229 41,611 3,432 11,972 - 71,439

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 2,732,071

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 3,250 238 16,802 - 5,935 10,552

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

255 381,004 - - 418,036

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

237,590 250 20 100 237,960

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

75,336 295 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,179,220 - 122,070 17,301,290

総計

214,593,313

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

骨類

肉類

臓器類

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年12月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

121 - - - - - -

その他の骨 計

- 121

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

70,994 97,335 - - - - 1,013

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

2,298 23,814 8 - 1,404,382 - 31,934

計

1,631,777

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 24,496 - 47 46,533 - -

非加熱
その他の臓器

計

6 71,082

殻付卵 液卵 その他の卵 計

86,719 - 5,028  91,747

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,265,658 7,011,296 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 9,276,954

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - - 50 - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 54,458 - - 54,508

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 1,600 1,600

総計

11,127,789

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


